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要旨  幼児期の教育において，幼稚園教育要領では，2017 年の改訂から「主体的・対話的で

深い学び」が記され，改めて幼児の学びの姿が重要視されている。そこで，本研究では，ある保

育園にて取り組まれている「語り合う時間」の保育実践を取り上げ，幼児期における「主体的・

対話的で深い学び」とはどのようなものかを浮き彫りにすることが目的である。研究期間は，

2020 年 9 月から 2021 年 3 月までである。保育園における「語り合う時間」は期間中 79 回行わ

れていた。その中から，ドッジボールのチーム分けに関する語り合いの事例を通して，①相対的

年齢への認識，②グループ分けへの条件設定，③相対的年齢の転用，④遊びと語り合う時間の連

続性という４つの特徴が挙げられた。このような幼児の遊びの時間と語り合う時間を相補的に

行うことで，幼児期における主体的・対話的で深い学びとなることが記された。今後，幼児の

「深い学び」として保育士が可視化していくとともに，その後の小学校教育とどのように接続

していくのかについての保育実践研究を行うことが求められる。 

キーワード： 語り合う時間，主体的・対話的で深い学び，保育園 

 

 

 

押川時代の終わりについて、興味深いエピソードとして山崎延吉の『我農生回憶録』を挙げてお

く。山崎は（彼が初代校長となった安城農林学校のある）愛知県安城を拠点に、農本主義の代表的

指導者として活躍するが、最初は東京帝国大学農科大学で農芸化学を学び、北海道で活動しようと

していた。さて山崎は、在学中の 1897 年 1 月から 3 月下旬まで台湾に赴き糖業調査を行った33。

「毎日甘蔗畑に通つて甘蔗を採集し、それを搾つて分析することを夜を日についでやつた」という

生活である。押川や高橋昌（農商課長）ら大学の先輩とも会い、勧誘を受けて大学卒業後は台湾総

督府に就職する約束もしていた。殖産部技師となって製糖の歩留まり向上など、技術面から糖業近

代化に貢献するはずであった。ところが、『我農生回憶録』は 1897 年 7 月 2 日の話として、乃木総

督の下で「統治の方針が変わり」「殖産部が全廃される」「押川氏を始め他の諸君も、皆台湾を引払

ふて帰る」「断念する外はない」と大学の先生方から告げられたことを記している。それで山崎は

初志通り北海道へ行こうとするが、ふとした事情から教員になる。ここで山崎のエピソードを紹介

するのは、押川の失脚がいつ頃で、東京帝国大学にどう伝えられたのかを示すものであるが、それ

とともに山崎ら高学歴の若者にとっても、岐阜の困窮者同様、台湾と北海道とが比較可能な地であ

ったことを示すことにある。台湾は、法的には最初の帝国憲法がそのまま施行されない当時唯一外

地であったものの、当時の日本人にとって唯一の殖民地では無かった。北海道という先輩格の殖民

地があった。台湾は北海道と比較可能であり、台湾は北海道開拓をモデルとして開拓されようと

し、しかしながら順調には開拓が進まなかった場所であった。 

最後に押川以降の台湾総督府殖産部とその政策について、簡単に触れておきたい。押川が失脚し

てまもなく、乃木希典総督時代（総督としての任期は、1896 年 10 月から 1898 年 2 月）の半ばの

1897 年 10 月、台湾総督府は組織改革を断行した34。部は廃止され、殖産行政は民政局内の殖産課

へと移管された。4 課はそのまま 4 掛となり、課長はそのまま掛長へと降格したので、いわば殖産

部は殖産課へと縮小された形へとなった。そして、児玉源太郎（総督任期 1898 年 2 月～1906 年

4 月）と後藤新平の時代になると、今度は 1898 年 7 月に 4 掛から 2 掛（農商・拓殖）に縮小され

た。これら縮小過程で東京帝国大学出の人材は順次去り、札幌農学校・北海道庁出身者の柳本通義

が殖産課長として、殖産行政を指揮することになった。柳本の殖産行政は、1898 年に殖民地の調

査事業を中止することにより、日本からの移民招致を事実上中止し、それにかわって翌 1899 年か

ら共進会を開始した35。これは、押川が農商務省官僚時代に行った手法と同じで、台湾人地主や農

民の農産品生産を奨励していた。移民重視の北海道モデルからの離脱であった。1901 年の「糖業

改良意見書」に繋がる動きはここから始まった。押川時代とそれ以降との違いは、押川が北海道モ

デルによる移民重視政策をとったのに対し、それ以降は北海道庁出身の柳本の手で、北海道モデル

が否定され、逆に押川が得意としていた共進会を導入したことにあった。 

 
33 山崎延吉『我農生回憶録』（山崎延吉全集刊行会、1935 年）51-56 頁。 
34 「台湾総督府官制」（1897 年 10 月 21 日勅令第 362 号）。 
35 台湾の共進会については、やまだあつし「台湾総督府の産業政策と在地有力者―児玉・後藤期（1898～1906 年）を中心に―」

（堀和生編『東アジア資本主義史論Ⅱ－構造と特質－』、ミネルヴァ書房、2008 年、115-137 頁）、および、やまだあつし「台

湾：展覧会の始まりと台湾博覧会」（柴田哲雄・やまだあつし編『中国と博覧会―中国 2010 年上海万国博覧会に至る道―』

第 2 版、成文堂、2014 年、83-96 頁）参照。 
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１．はじめに 
1.1 研究背景 

2017 年の幼稚園教育要領の改訂において，「幼児の発達に即して，主体的・対話的で深い学びが

実現するようにする」（文部科学省，2017）と記されたように，「主体的・対話的で深い学び」が保

育実践を行う上での中心的な概念として位置づけられている。これらの文言は，小学校や中学校，

高等学校との教育課程との連続性を意識したものであるため，保育所保育指針については，同様の

文言が記されていないものの，保育所における保育を行う上でも重要な概念であるといえよう。 

主体的・対話的で深い学びとは，「子どもが問題解決の見通しをもったり，対話を通じて知識を

関連づけたり，他の単元でも活用できる体系だった知識を身につけたりする学び」（細尾・柏木，

2021）のことを指している。幼稚園教育要領解説では「心を動かされる体験」を経験することで，

「体験と体験が関連」し，深まり広がっていくと述べられている（文部科学省，2017）。 

このような主体的・対話的で深い学びの実現に向けて，アクティブ・ラーニングを中心とした手

法を用いながら，各学校種において様々な実践が報告されている（例えば，小学校理科では、芳乃

内，2021；特別支援では、大森・東・佐々木・村上・那須・熊谷・藤谷，2021 など）。このような

学習者中心の教育実践について，最初は高等教育から始まっている。2012 年の中教審答申におい

て，アクティブ・ラーニングという言葉が高等教育機関に対して広く周知され，取り入れられてき

た（上田・勝浦・加藤・加藤・青木・上村・水落，2017）。だが，このような方法については，教

員の負担増やアクティブ・ラーニングの失敗事例などの報告もある（中部地域大学グループ・東海

A チーム，2014）。 

このように，主体的・対話的で深い学びの実践蓄積が求められてきているが，特にそのはじまり

の時期である就学前教育において，どのような保育が「主体的・対話的で深い学び」に連携してい

くことができるのだろうか。 

 

1.2 目的 

本研究では，この視点からある保育園にて取り組まれている「語り合い」を中心とした保育実践

を取り上げ，幼児期における「主体的・対話的で深い学び」の事例として報告する。 

 

２. 方法 
2.1 研究協力園について 

本研究の協力園の A 保育園は，２～５歳児各１クラスずつの小規模な保育園である。地域の特

性として自然豊かな環境に位置し，転園などの移動も少ない。小規模な保育園ならではの異年齢児

と関わる機会も多くあり，年齢が異なっていてもお互いに親しみをもつ姿が見られる。 

本研究で報告するのは，年長児クラスでの保育実践である。園児は 24 名（男児 16 名 女児８名）

であり，担任保育士の B 先生（保育歴 12 年），補助の保育士 C 先生（保育歴 7 年）で保育を行っ

ている。4 歳児クラスから，5 歳児クラスへは保育士２名も持ち上がりとなっていた。 
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クラスの雰囲気では，4 歳児クラス進級時，ケンカなどのトラブルが多く，手が出てしまうことも

あり，まとまりのある集団というよりは，個々の個性や思いが強いようであると B 先生は述べて

いた。 

 B 先生は，子ども主体の保育を行いたいと考えていたときに，柴田の著作（柴田，2016；柴田，

2019）を読み，ミーティングという方法について知ったという。そこで，子どもたちの想いや声を

聞き，こどもたちと一緒に遊びや行事を考えて行いたいという語り合いの時間を持つようになっ

た。また，トラブルが多く，目が離せない集団であったため，お互いの想いや良さに気付いたり，

言葉で伝え合う経験をしてほしいという保育士としての願いもあったことから取り入れたという。 

従って，幼児期の「主体的・対話的で深い学び」の具体的実践として，B 先生が初めて行った「語

り合い」の時間に焦点を当てることとした。 

 

2.2 方法について 

１）研究期間 

本研究の期間は，2020 年 9 月から 2021 年 3 月までである。A 保育園のスケジュールでは，朝の

登園後，部屋の中か外での好きな遊びの時間があり，10 時ごろから部屋に集まり，朝の集まり，

歌や絵本の時間がある。その朝の集まりの時間の中で，定期的に 20〜40 分程度の「語り合い」の

時間が設けられている。本研究では，この語り合いの時間を分析の対象とした。 

 

２）データ収集の方法 

語り合いの時間は，保育室の中で園児それぞれが椅子を持ち寄り，円座となる。担当保育士２名

もこの円座に加わっている。従って，この円の中心に，360 度の録画が可能なビデオカメラを設置

し，語り合いの初めから終わりまでを録画した。その後，語り合いの内容について，文字起こしを

行なった。 

 

３）倫理的配慮 

倫理的配慮として，A 保育園の園長及び B 町の所管部署に研究の内諾を得たのち，文書で許諾

を得た。本研究の実施に当たっては，個人情報の保護を遵守するとともに，発表に当たっては匿名

化を行うこと等について説明をし，許諾を得た。 

 

３. 結果と考察 
3.1 語り合い保育実践 

１）幼児との語り合い時間の概要 

A 保育園年長児クラスでは，幼児との語り合いの時間を二日に 1 日程度取り入れている。本研究

期間であった２学期の 9 月から翌年 3 月までの７ヶ月間では，合計 79 回の語り合いがあった。合
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計で 30 時間 50 分，平均は約 23 分（最

小約 3 分，最長約 45 分）であった。語り

合いのテーマは，ドッジボールのチーム

分けや室内遊びについて語り合う「遊び

に関するテーマ」，運動会や縄跳び大会，

防火パレードについて語り合う「行事に

関するテーマ」，小学校に行くことや休

み期間中についての出来事について語

り合う「生活的テーマ」，月や宇宙につい

て語り合う「科学的テーマ」，結婚とは，

天国と地獄とはどこにあるのか，などに

ついて語り合う「哲学的テーマ」の 5 つ

に大別された。 

 

２）語り合い時間の事例 

 では，具体的にどのように話し合いが

行われ，幼児と保育士が語り合っている

のか，具体的な事例を提示する。 
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事事例例：：ドドッッジジボボーールルののチチーームム分分けけ（（2211 年年 99 月月 1177 日日））  

 9 ⽉のある⽇。朝からドッジボール遊びが⾏われている。年⻑の初めからよく楽しんでいた。こ
の⽇は⽔遊びも終わり，久しぶりにドッジボールを⾏なった。10 時ごろまで園庭で遊び，その後，
部屋に戻ってきて語り合いが始まった。以下，語り合いの内容である。 
 
担任保育者（以下，担任）：はーい，じゃあ，⾜をそろえてください。今⽇は久し振りにドッジボ

ールやったけど楽しかったね。 
複数の幼児：たのしかった 
⼥児１：⽩やった⼈は⻩⾊になる。 
担任：帽⼦の⾊を変えると⾔うこと？⻩⾊の帽⼦の⽅が強いと⾔うこと？いまね，Mi ちゃんが⾔

っていることわかった？じゃあね，今⽇，⻩⾊チームだった⼈？（挙⼿をしてもらい，数える）
じゃあ，⽩チームだった⼈−？（同じく挙⼿をしてもらい数える） 
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担任：じゃぁ，いま，Ro ちゃんたちが⾔ってた，6 歳チームを半分と，5 歳チームを半分というの

と，5 歳チームと 6 歳チームに分かれるというの，両⽅やればいいんだ。お昼にどっちかやっ
てみる。お昼の時に，６歳対 5 歳か。でも，1 つは今⽇やって，1 個は明⽇。 

 

以上の事例は，9 月のドッジボールのチーム分けについて語り合った例であるが，この語り合い

からは以下の特徴が浮かび上がる。 

 

 

 

 

計で 30 時間 50 分，平均は約 23 分（最

小約 3 分，最長約 45 分）であった。語り

合いのテーマは，ドッジボールのチーム

分けや室内遊びについて語り合う「遊び

に関するテーマ」，運動会や縄跳び大会，

防火パレードについて語り合う「行事に

関するテーマ」，小学校に行くことや休

み期間中についての出来事について語

り合う「生活的テーマ」，月や宇宙につい

て語り合う「科学的テーマ」，結婚とは，

天国と地獄とはどこにあるのか，などに

ついて語り合う「哲学的テーマ」の 5 つ

に大別された。 

 

２）語り合い時間の事例 

 では，具体的にどのように話し合いが

行われ，幼児と保育士が語り合っている

のか，具体的な事例を提示する。 
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①年齢差に関する幼児の仮説 

この事例では，ドッジボールのチーム分けを行う際に，女児から分けるときのアイディアが述べ

られる。事例であげられた「おっきい人」とは誕生日をすでにむかえ，６歳となっている幼児であ

る。毎日のドッジボールの勝敗から，女児１は，早くに誕生日を迎えている子がいるチームが勝つ

のでないかと考えている。 

このような同じ学年における月齢の違いは，相対年齢効果と呼ばれ実際に誕生月がプロスポー

ツ選手になれる確率の違いについて述べられている（榊原・尾見，2005）。年長児自身も，このよ

うな相対年齢効果を幼児自身もまた体感しているといえよう。 

 

②グループ分けによる条件設定への仮説 

次にどのようにグループを分けるか，という点において，６歳チームと５歳チームとで分かれる

か（9 月の時点では６歳児の人数が少ない），６歳と５歳のグループをまず２グループに分け，そ

の半分ずつを一つのチームとする案が出されていた。 

少数の年齢が相対的に高いグループと，それ以外の多数グループが良いのか，年齢という条件を

一定にすることの方が良いのかについて，それぞれの仮説が提示された結果，その２条件を仮説と

して，実際にドッジボールを行うということで合意されていた。 

この語り合いの結果は，遊びに基づく体験から仮説を持ち条件設定へとつながり検証するとい

う深い学びとして捉えることができよう。 

 

③相対年齢の転用 

事例には記されていないが，この語り合いののちに，2 名の保育士がどちらのグループに入るか

についても議論された。その際に，幼児からどちらの年齢が高いかでどちらのグループに入るかを

決めようというアイディアが話される。これは，自分たち自身の相対的な年齢の違いを保育士にも

当てはめ使用しているという点で，「知識・技能の基礎（知っている）」ことを日常生活の中で判断

したり考えたりする「思考力・判断力・表現力の基礎（使える）」ことへの拡大である。 

 

④幼児の好きな遊びと語り合いの時間との連続性 

ドッジボールは，多くの保育園の年長児で取り組まれる活動であり，幼児の好きな遊びの一つで

ある。このような遊びの中にどのような学びが含まれているのかは，保育実践者は理解しているも

のの，社会的には，遊び≠学びと捉えられている。しかし，本事例からは，日々の遊びを振り返っ

て，語り合いを行うことで，次の遊びにつながっているという連続性が示された。このような語り

合いの時間を通して，幼児が遊びの中で何を感じ考えているのか，それらをどのように捉え，次の

遊びを展開するのかの学びのプロセスであるといえよう。 
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4. 総合考察 
本研究は，ある保育園にて取り組まれている「語り合い」を中心とした保育実践を取り上げ，幼

児期における「主体的・対話的で深い学び」とはどのようなものかを浮き彫りにすることが目的で

ある。 

幼稚園教育要領（文部科学省，2017）では，主体的・対話的で深い学びが実現するようにするこ

とが求められ，保育所保育指針（厚生労働省，2017）においても，「経験したことや考えたことな

どを言葉で伝えたり，相手の話を注意して聞いたりし，言葉による伝え合いを楽しむ」ようにする

ことが求められている。 

このような保育実践は，必ずしも新しいものではなく，これまでも幼児の「話し合い」に焦点を

あてた実践は報告されてきた（例えば，フレッチャー，1967；野呂・杉山，1995）など，多くの保

育現場で取り入れられてきたものである。だが，2017 年の幼稚園教育要領の改訂，保育所保育指

針の改定から幼児期においても「主体的・対話的で深い学び」が取り上げられたことにより，これ

までの保育実践で培われてきていたことを改めて，幼児の「深い学び」として保育士が可視化して

いくとともに，その後の小学校教育とどのように接続していくのかについての保育実践研究を行

うことが求められるだろう。 

本研究においては，幼児期の語り合いの時間を通して，「主体的・対話的で深い学び」の一例を

例示することができたが，これらをさらに多角的に分析していくこと，また，小学校教育との接続

性を検討していくことが今後の課題である。 
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